
一
頁

○

障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
に
お
い
て
個
人
単
位
で
居
宅
介
護
等
を
利
用
す
る
場

（
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
に
お
い
て
個
人
単
位
で
居
宅
介
護
等
を
利
用
す
る
場

合
の
特
例
）

合
の
特
例
）

第
十
八
条
の
二

第
二
百
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の

第
十
八
条
の
二

第
二
百
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の

利
用
者
の
う
ち
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
又
は
行
動
援
護
に
係
る
支
給
決
定
を

利
用
者
の
う
ち
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
又
は
行
動
援
護
に
係
る
支
給
決
定
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に

よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省

よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
区
分

令
第
五
号
）
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
区
分
四
、
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
区

四
、
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
区
分
五
又
は
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
区
分
六
に
該

分
五
又
は
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
区
分
六
に
該
当
す
る
も
の
が
、
共
同
生
活
住
居

当
す
る
も
の
が
、
共
同
生
活
住
居
内
に
お
い
て
、
当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所

内
に
お
い
て
、
当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
従
業
者
以
外
の
者
に
よ
る
居
宅

の
従
業
者
以
外
の
者
に
よ
る
居
宅
介
護
又
は
重
度
訪
問
介
護
の
利
用
を
希
望
す
る
場

介
護
又
は
重
度
訪
問
介
護
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年

合
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
当
該
利
用
者
に
つ
い

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
当
該
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

第
二
百
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
利
用
者
の
う

２

第
二
百
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
利
用
者
の
う

ち
、
障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等

ち
、
障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等

に
関
す
る
省
令
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
区
分
四
、
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る

に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
区
分
四
、
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る

区
分
五
又
は
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
区
分
六
に
該
当
す
る
も
の
が
、
共
同
生
活
住

区
分
五
又
は
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
区
分
六
に
該
当
す
る
も
の
が
、
共
同
生
活
住

居
内
に
お
い
て
、
当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
従
業
者
以
外
の
者
に
よ
る
居

居
内
に
お
い
て
、
当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
従
業
者
以
外
の
者
に
よ
る
居

宅
介
護
（
身
体
介
護
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利

宅
介
護
（
身
体
介
護
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利

用
を
希
望
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て

用
を
希
望
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
当
該
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
適
用

は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
当
該
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

し
な
い
。



二
頁

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）



三
頁

二

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備

等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
三
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

第
三
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
十
」
を
「
六
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号

第
二
百
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
十
」
を
「
六
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号

を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

生
活
支
援
員

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
ご
と
に
、
常
勤
換
算
方
法

二

生
活
支
援
員

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
ご
と
に
、
常
勤
換
算
方
法

で
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
数
の
合
計
数
以
上

で
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
数
の
合
計
数
以
上

イ

障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基

イ

障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基

準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
。
以
下

準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
区
分
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
四
号
に
規
定

こ
の
号
に
お
い
て
「
区
分
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定

す
る
区
分
三
に
該
当
す
る
利
用
者
の
数
を
九
で
除
し
た
数

す
る
区
分
三
に
該
当
す
る
利
用
者
の
数
を
九
で
除
し
た
数

ロ

区
分
省
令
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
区
分
四
に
該
当
す
る
利
用
者

ロ

区
分
省
令
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
区
分
四
に
該
当
す
る
利
用
者

の
数
を
六
で
除
し
た
数

の
数
を
六
で
除
し
た
数

ハ

区
分
省
令
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
区
分
五
に
該
当
す
る
利
用
者

ハ

区
分
省
令
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
区
分
五
に
該
当
す
る
利
用
者

の
数
を
四
で
除
し
た
数

の
数
を
四
で
除
し
た
数

ニ

区
分
省
令
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
区
分
六
に
該
当
す
る
利
用
者

ニ

区
分
省
令
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
区
分
六
に
該
当
す
る
利
用
者

の
数
を
二
・
五
で
除
し
た
数

の
数
を
二
・
五
で
除
し
た
数


